
苅田町 日基金 (財政調整基金 n清掃施設建設基金、

計 6件 、17億 円)の 運用について

「ユーロ円債 ・為替運動仕組み債券」にて運用の妥当性、及び実行までの諸事務手続きの

経緯を考える。

本件中の資料は、苅日町情報公開条例制度による正規の請求 ・開示によるものです。

(平成21年 10月 16日より平成22年 6月 30日までの開示資料による)

平成22年 3月 10日作成     羽  廣  恭  二

1、  地 方自治法 ・第 241条 2項 及び地方財政法 a第 8条 との関連事項

地方自治法 「基金は条例で定める特定の目的に応 じ、確実かつ効率的に運用しなければ

ならない」

地方財政法 「地方公共団体の財産は、常に良好の状態において管理 し、その所有の目的

に応 じて最も効率的に運用しなければならない」

とあります。

現在、苅田町では 「財政調整基金 (15億 円)」「清掃施設建設基金 (2億 円)J計 17億 円を

原資として、ユーロ円債 ・為替相場連動仕組み債券なるもので運用しています。

財政調整基金の積み立て目的は、災害復1日、町財源の不足が生 じたときの対応等の為に、

又、清掃施設建設基金は清掃施設の建設及び大規模修繕用のための財源であります。

この様に特定の目的を有する基金であり、各々の基金条例 として、その運用には、llA重な

る計画 ・配慮が必要とされるべきでしよう。

このユーロ円債は、約定日 (契約 日)時 に設定した円為替レー ト (対米国 ドル及びオース

トラリア ・ドル)が 、円安ベースで進行 しないと、年度毎の利息も無く又、中途解約おろか

30年 間 ・満期まで解約出来ない債券なるものです。

万が一、災害や税収財源の落ち込み、施設の装置 ・機械等の トラブルによる大修繕等が発

生した場合、この大切な基金は本来の目的の為には対応できない状態、「塩づけ」状態となる

で しょつ。

1 、

2、

3、

4、

5、

6、

平成 19年  8月  8日 (5億円)

平成 19年  8月 29日 (5億円)

平成 20年  2月  1日 (2億円)

平成 20年  7月 15日 (1億円)

平成 20年  7月 16日 (2億円)

平成 20年 10月 14日 (2億円)

以上、6件  17億 円 日 付は約定日

<6件 とも、満期償還 30年 >

この17億円の基金運用は、地方自治法・地方財政法の 「確実かつ効率的」「常に良好?状

態にて効率的に運用」の基準に該当するものでしようか。  <地 方二法違反>
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2、 「苅回町財政調整基金条例Jと の関連事項

(管理)条 項 第 3条

1、   基 金は、

てはならない。

2、    基 金は、

金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなく

最も確実かつ有利な有価証券に代えることが出来る。

とあるが、

本件のユーロ円債 ・為替相場運動仕組み債は、各種の仕組みがあり、デ リバテイブ (派生)

に富んだ複合金融商品です。また、各種のリスクが想定され、その確認を求めた約定書とな

っています。

更に、この債券は、有価証券届出書の提出など、日本の証券験引法 ・金融商品取引法に基

づいた開示 (内容開示 ・情報公開)は 行われておりません。

このことは、プロの投資家を前提 とした複雑かつ専門的な知識を必要とする難解な内容で

あり、
一般投資家に開示しても理解出来ない程の仕組み債券なのです。

<苅 田町財政調整基金条例 ・管理条項 ・第 3条 違反>

3、 『苅田町清掃施設建設基金条例Jと の聞遼事項

(管窃 条項 ・第 3条

基金に属する現金は、次に掲げる方法にて管理するものとする。

1、 銀 行その他の金融機関への預金

2、 公 債の保有

3、 前 2号 に掲げるもののはか、町長が認める確実かつ有利な方法

とあります。ユーロ円債 ・為替相場運動の債券にての基金管理は認められておりません。

<苅 田町清掃施設建設基金条例 ・管理条項 ・第 3条 違反>

米以上、2件 の基金条例の中の (管理)条 項にある 「最も確実かつ有利な方法」又、地方自治

法 ・財政法に定められている 「確実かつ効率的な運用Jを 行い F常に良好な状態にて管理す

るJと あるが、何を根拠に、このユーロ債券が該当するのか。仮に本債券が、認知された有

価証券であり、元本保証であるとしても、満期償還までの 30年 後の物価上昇 ・インフレ率上

昇で目減りした実損を、任期 4年 の町長が責任をとれるか。

*元 本保証とは ・・・・本来の 「元本保証」とは、短期 (3年未満)又 は中期 (3年以

L7年 未満)で の確実な利回りが見込め、中途解約の場合でも

元本を回収できること。

本債券は仕組みとして利回り条件 「ターグツト方式」「累積方式」なるものが設定され、円

安にて進行すれば、設定された条件点に達した時、早期償還 (3年 から 5年 後を目安に想定

したそうです。)さ れるという総花的な条件があります。しかし、約定日の米国 ドル、オース

トラリア ・ドルの為替レー トからすると、苅田町の場合、対 USド ル=105円 、対 AUSド ル

=86円 以上の円安為替レー トにならないと利息も発生しないし、早期償還なしに 30年 間凍

結されたままの状態です。

*「 ターゲット方式」とは、当初利息期間終了後の各年度の利払基準となる為替レー
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* 欝ヽ忌緊墨T8格子壇務省雇塚浮提呈鎌螢急1傷F亀羅襲藻葦暫腎尉層名建長兵早雛
還利率額に利息の実額の合計が到達した場合に早期償渥となる

4、『苅田町債券運用指針Jと の関連事項

本債券運用指針に触れる前1“ 以下の事項を考慮す

亀告誂 穐晶霊繍 政法及び苅日
地方自治体の財産及び基金の管理のあり方に

8暑骨3自母          播
院習婆騒名節`

力
変3瞥軽萩私苫篭蜜程艦

｀
回町資金管理並びに運用基準」があります。

中の

「(4)・ ・・債券運用を行 う場合には、別添 『苅日町債券運用指針Jを 遵守する。」

とあります。逆に言えば、この債券運用指針を厳格に忠実に守ることこそが、先の条例、

又、法律である地方自治法等の要件を満たす

「苅田町債券運用指針」を遵守することこマ

必要条件Jで あると考えます。この運用糟傘

条令に違反する行為であると半J断せざるをえないと思います。さて、本題に戻ります。

① 「苅田町債券運用指針」(仮称 :旧運用指針とする)

(平成 18年 9月 1日 より平成 19年 11月 1日 まで適用)

(信用リスクヘの対応)項 目中に

・購入する債券は、国債、地方債の元本償還の確実性の高い債券とする。

(その他のリスクヘの対応)項 目中に

・購入する債券は、新発債、既発債を問わず、残存期間が 5年 を越えない債券とする。

このリスク対応の縛 りが ・・・問題点で

を省晟竪畜政府が発行する外国債ではなく、海
*ュ ーロ円債とは、ユー

外で発行された債券の総称を 「ユーロ円債」と言います。

ここで注視 したいのは、先に記 した 6件 の約定日です。

平成 19年 8月 8日 約定の 5億 円

この弊'ゴ晶畿搭ゴ豚翻聾済祐べき朝でぁり、ューロ円債及び満期 80年 も

のがリスクに対応したものであろうか。

(買えない時)に (買えないユーロ円債)を 手当てし、大切な公金、基金を運用してい

る訳です。
<苅 田町債券運用指針違反>

更に、新旧の指針から大きく逸脱した事項があります。

② 苅 田町債券運用指針 (仮称 :新運用指針とする)

(平成 19年 11月 2日 より現在まで適用)

・債券の優先順位は

①安全性、② 流 動性、③ 収 益性とする
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・信用リスクの対応として

購入する債券は国債等 (海外政府及び関係機関債等も含む)で 、安全か?有 利と

判断された債券とし、最終償還元本は円 100%償 還のものに限定する。

・債券価格変動 ジスクヘの対応 として、

当該債券は、満期償還期限までの保有を原則とする。ただし、早期償還条項 (ヨ

ール条項)が ある場合はこの限りではない。

へ変更されています。この平成 19年 11月 2日 よりの適応指針は (ユーロ円債)を 運用可

能にした変更であり、この文言は、証券会社よりの概要説明書、投資確認書からのそのまま

の引用です。

新運用指針に、信用 リスクヘの対応として

,購入する債券は、国債等 (海外政府及び関係機関債等も含む)

とあるが、

平成 19年 8月 29日 約定の 5億 円

平成 20年 2月  1日 約定の 2億 円

平成 20年 7月 16日 約定の 2億 円

3件 、9億 円運用の発行体 :ゴール ドマン ・サックスは米国の民間証券会社、ヘッジ

ファンド会社であり、新指針に該当しない発行体である。

<苅 田町債券運用指針違反>

*発 行体とは ・・・国内の証券会社等を経由して運用金を預ける組織体。

周知の様に、ゴール ドマン ・サックスは、金融商品の不正販売問題で米証券取引委員会ヘ

の和解金支払い及び欧州諸国の信用不安等にて、業績が悪化 し、経営の不透明感が一段と幹

まつています。発行体が破綻すれば、このユーロ円債は、ただの紙クズです。(確認書に明記)

又、苅田町が管理する公金について、安全かつ効率的に管理する上で必要な具体的な基準づ

くりなどについて協議を行 うために 「苅田町公金管理連絡会議Jが 設置されています。

会長は、副町長。他会員は庁内部課長クラス 11名 にて構成されています。

・安全な金融機関及び安全かつ効率的な金融商品の選択基準について、

。その他、公金管理に関する必要事項について、・・・・協議を行います。

ここで、先の平成 19年 11月 2日 に改正され、現在適応されている 「新債券運用指針」は

確かに平成 19年 11月 2日 、同連絡会議は開催されましたが、同指針の変更協議はされてい

なかつたとのことです。

平成 21年 12月 議会での副町長答弁、及び平成 22年 3月 議会での総務部長答弁で明白で

あり、又、当時の出席委員数名?証 言もあります。それでは、ユーロ円債なるもので運用出

来る様に 「いつ」「誰が」「いかなる理由で」新運用指針を作成 し、備え付けたのか。この辺

の真実を情報公開請求しましたが、該当文書なしとの回答。

他に多数の疑問点があります。

またるものとして、

1、  公 文書である保有資産管理台帳を債券購入時に作成、保管規定あり。その記述に、先

の平成 19年 8月 に 2件 、10億 円の運用を約定していますが、「公金連絡会議にて運用措

針の変更が承認され ・・・」とあります。同年一回しか開催されていない連絡会議は、平
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浴

成 19年 11月 2日 です。 (この件、平成 22年 6月 8日  行 橋警察署へ刑事告発、同年 8

月 4日 付にて地検小倉支部にて起訴猶予処分、財政課職員個人名にて)

この判断、不服に付、検察審査会へ審査|

2、  本 、ユーロ債券に係る投資確認書及び房

然使用捺印されるべき苅田町の公印 「苅田i

中 3件 が処理されています。<公 印規定違

吾岳で、組織的に偽装工作されたとおぼしき資
3、  情 報公開請求において開示された資料て

料多数あり。

最後に、
一町長 ・4年 任期の方が、レー トの変動によつて大きく基金の価値が左右される 「為

替相場運動債券」を運用するだけの権限があるのであろうか。

「30年 後に元本が戻つてくるから預金と思つて下さい。」とのことです。無知 ・非常識 ・

無責任ではないか。大切な公金、特に目的をもつた基金を債券にて運用するにあたつて、唯

一具体的にかつ、細則な条文として存在しているのが、「苅田町債券運用指針」であり、これ

は従来より町執行部が表明している「町の内規である」という様な軽いものではないと思う。

自治法、条例、基準等に明記されている公金、基金の管理の方策、あり方を具現化する
“
き

まり
"は

同債券運用指針のみです。

ょって、「苅日町債券運用指針」は苅田町の内規であつても、自治二法、町条例に匹敵、そ

れ以上のものであり、謙虚に遵守する必要があると思 う。

同指針に反する基金運用は、苅田町財政調整基金条例、及び対田町清掃施設建設基金条例、

そして更に地方自治法第 241条 2項 、地方財政法第 8条 違反であると断言致します。
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苅田町 ・ューロ円債、円為替相場運動債券にて運用の問題点

平成22年 8月 10 日 羽 廣 作 成

・債券運用を行 う場合は 「苅田町債券

浴

苅田町では、資金管理を厳格にしなければならない 「苅田町財政調整基金」及び 「苅田町

清掃施設建設基金」を原資として、ユーロ円債 ・アメリカ ドル及びオース トラジア ドル為替

相場運動債にて、平成 19年 8月 8日 より6件 17億 円の基金運用を行つています。この運用

は、基金の管理を目的とした各種の法律 ・条例 ・基準 ・指針に離反したものです。(情報会開

開示資料等により判明)し かも、この 6件 の債券は、満期 30年 ものであり、いくら元本保証

であっても、30年 後の経済、特に物価上昇、インフレ率上昇による貨幣価値を考えると、こ

の目的をもつた公金 (町民の税金)・基金 17億 円は、ただちに条例、指針に沿つた運用へ変

換すべきと思います。今回の運用は、あまりにも脅し暴かつ法律に匹敵する 「苅田町債券運用

指針」「苅田町基金条例」を無視 した違法行為と判断せざるをえません。

<基 金管理に関する自治法 ・苅田町基金条例運用基準>

1、地方自治法 第 241条 2項 ・・・基金は条例で定める特定の目的に応 じ、確実かつ効

率的に運用しなければならない。

1、地方財政法 第 8条 ・・・・地方公共団体の財産は、常に良好な状態において、これ

を管理 し、その所有に応 じ最も効率的にこれを運用しな

ければならない。

第 3条 1・2項 ・・基金は金融機関への預金その他最も確実
1、苅田町財政調整基金条例

な方法 ・・

最も確実かつ有呑uな有価証券に・・・

・2項 ・・基金は銀行その他の金融機関への預
1、 苅 田町清掃施設建設基金条例第 3条 1

金、公債の保有とする。

1、 苅 田町資金管理並びに運用基準 4項 の (4)・

運用指針Jを 順守すること。

<苅 田町債券運用指針 (平成 18年 9月 1日 より平成 19年 11月 1日 まで適用)>

2-(1)購 入する債券は国債 ・地方債の元本償還の確実性の高い債券とする。

2-(3)購 入する債券は新 ・既発債を問わず残存期間が 5年 を越えない債券とする。

↓

<苅 田町債券運用指針 (平成 19年 11月 2日 より適用)>

2-(1)① 債券は国債等 (海外政府及び関係機関債等も含む)で 安全かつ有利と判

断された債券とし、最終償還元本は円 100%償 遺のものに限定する。

2-(2)債 券は満期償還期限まで保有を原則とする。ただし、早期償還条項 (ヨー

ル条項)が ある場合はこの限りではない。

2、 ユ ー日円債 ・運用リス ト

契約額  契 約 日

5億 円 平 成 19年 8月 8日

日興～ノルウエー地方公社

5億 円 平 成 19年 8月 29日

前田～ゴール ドマンサックス
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① 米ドル為替運動債

② 米ドル為替連動債



③ 米ドル為替運動債       2億 円

④ ォーストラリアドル為替連動債 1億 円

⑤ ォーストラリアドル為替運動債 2億 円

⑥ ォーストラリアドル為替運動債 2億 円

平成 20年 2月 1日

前田～ゴール ドマンサックス

平成 20年 7月 15日

日興～ノルウエー地方公社

平成 20年 7月 16日

前田～ゴール ドマンサックス

平成 20年 10月 14日

野村～フインランド地方公社

*③  2億 円は清掃基金、他①②④⑤⑥ 計 15億円は財政調整基金

3、 債 券運用の開始時、為替相場 及び 金 融動向 (為替レート:T・TnS法 )

合

140

120

100

80

6 0

4 0

20

0

↑田安

旧運用指針→ l←新運用指針 <0,16リ ーマン

ショック発生>
<11月 2日 指針変更>
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1月 2月  3月  4月

く米国サブプライム

ローン発生>

介
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